
－ 96 －

財政と公共政策　第 35 巻第 2号（通巻第 54 号）2013 年 10 月

1．はじめに

中山間地域をはじめとする全国各地の農山
村には，地域独自の自然や文化，景観といっ
たアメニティ（以下，「ルーラル・アメニティ」
とする）が存在する．西村（2002）によれば，
アメニティとは，もともとイギリス英語固有
の用語であり，衛生，利便性とならぶ都市計
画の柱として，1909 年の都市農村計画法に
おいて初めて法律用語として登場した．今日
において，アメニティは「環境の視覚的外観
に関連する総合的な評価概念」1）などと定義
されるが，都市計画家である Holfordの「あ
るべきものがあるべき場所にある」（the 
right thing in the right place）2）という言葉
に代表されるように，厳密には定義されてお
らず，具体的な対象を例示しつつ，議論され
ることが多い 3）．
ルーラル・アメニティとは，アメニティの
中でも，特に，農村地域を対象にした概念で
ある．例えば，OECDのレポートにおいては，
「農村地域にある多様で特色ある自然や人間
の創造物を意味し，手つかずの自然，耕作地
の景観，古い遺跡，さらには文化的伝統を含
む概念」4）とされている．さらに，ルーラル・
アメニティを①ほぼ完全な自然，②自然と人
間の相互作用，③人間の創造物と分類したう
えで，OECD加盟諸国のケーススタディを
整理している．日本の農山村を念頭に置くと，
手つかずの自然はほとんどなく，自然条件を
前提としつつ，人々の農業や林業といった営
みの中で，地域の景観や文化が育まれてきた
といえる．日本では，ルーラル・アメニティ

は生産活動や人々の生活の営みを通じて維
持・保全されてきたのである．OECDのレ
ポートにおいて，日本の事例として紹介され
ているものは，棚田をはじめ，すべて②に当
てはまるものであるが，同じカテゴリーに分
類されるものとして，オーストリア（山岳地
域）やフランス（地域自然公園）などの事例
が紹介されている．ルーラル・アメニティを
生産活動や生活の営みと一体的にみる視点
は，諸外国とも共通性を持っている．
本稿は，このようなルーラル・アメニティ
の代表例である，日本の棚田を素材とする．
棚田とは「傾斜地に階段状をなし，畦畔をつ
けてひらかれた小区画の水田」5）であり，今日，
「日本の原風景」の一つとして評価されてい
るが，その条件不利性から耕作放棄が広がっ
ている．耕作放棄は，日本の原風景の喪失に
つながり，また，棚田が有する多面的機能の
崩壊をも意味する．これは，棚田が展開して
いる地域のみならず，域外の人々にも，様々
な悪影響を与える．一方で，棚田保全にはそ
のための費用がかかり，その費用負担問題を
いかに解決するかが，保全を進めるうえで大
きな課題となる．ここでは，棚田での耕作を
どのようにみなすか，換言すれば土地所有者
の責任をどのように考えるかが重要な論点と
なる．しかしながら，自然・アメニティ保全
に関わる費用負担問題を検討した研究は，環
境汚染を対象とした費用負担問題に比して研
究蓄積が少ないのが現状である．
本稿は，自然・アメニティ保全に関わる費
用負担問題を土地所有者の責任の観点から整
理したうえで，具体的に棚田保全に関わる財
政支出がどのようになっているのか明らかに
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することを目的としている．権力や財源を持
つ政府は，費用負担問題を考えるうえで重要
なアクターである．実際に，政府は施設整備
に対する補助制度や直接支払制度をはじめと
する各種制度を導入し，保全に関わる費用を
一定程度負担してきた．棚田に関する先行研
究を見ると，中島（1999）の日本の棚田に関
する包括的な研究に加え，保全の制度変遷 6）

や，保全手法の一つである棚田オーナー制や
基金制度 7）などが分析されてきた．しかしな
がら，いずれの研究も制度の一部の検証にと
どまっており，棚田全体がどのような保全体
制にあるのか，また具体的な財政支出がどの
程度かは不明確である．本稿は，日本の棚田
保全に関わる各種制度が導入されている長野
県の姨捨棚田を一例として財政支出の全体像
を明らかにすることにより，これまでの事例
研究の空白を埋めると同時に，今日の日本の
棚田保全に関わる財政システムの到達点を明
らかにするという意義を持っている．さらに，
これまで研究蓄積が少なかった自然・アメニ
ティ保全に関わる費用負担について，土地所
有者の責任の観点から整理するという意義を
持つことはもちろんのこと，事例分析に基づ
き新たな知見を加えるという意義を持ってい
る．
本稿は以下のような構成をとる．まず，第
2節で，棚田の有する多面的機能とその特徴
などから，公的介入の必要性を指摘する．そ
して，保全に関わる費用の負担をどのように
考えていけばよいか，先行研究を見ていく．
第 3節では，財政支出の前提となる，土地所
有者の責任をどのように考えるかについて，
Hodge（1989）（2000）の議論を整理する．
さらに，Hodgeの議論で十分に明らかにさ
れていない，費用負担の側面について，寺西
（1997）などを参考にしつつ，議論のまとめ
を提示する．第 4節では，これまで棚田保全
をめぐる政策がどのように変遷してきたの
か，概観する．これらの整理を基礎に，第 5
節では姨捨棚田を一例として，現状の解釈を
試み，棚田保全に関わる財政システムの到達
点を確認する．最後に，第 6節では本稿で十
分にふれることができなかった論点を指摘す

る．特に，ここでは，第 3節の議論のまとめ
では十分に明らかにされなかった点について
も，併せて指摘することで，本稿のまとめと
する．

2．公的介入の理論的根拠と保全の費用

本節では，棚田保全のために，公的介入が
なぜ求められるのか，棚田の有する多面的機
能の素材的特質と社会環境の変化という点か
ら確認する．次に，保全に関わる費用につい
て概観し，これらの費用をどのような論理で
配分するのか，先行研究を見ていく．

（1）多面的機能の素材的特性と社会環境の変化
多面的機能とは，食料生産機能以外の洪水
防止機能や生物多様性保全機能，景観保全機
能などを指し 8）， 人 々の福祉（human 
welfare）に関わる様々な機能の集合である．
棚田が有する多面的機能について，千賀
（1997）は，国土保全機能，生態系保全機能，
文化的景観保全機能，健康レクリエーション
空間提供機能などを挙げている．このような
諸機能は，生産活動を通して発揮され，人々
は棚田の維持管理によって上記のような便益
を享受することができる．そこでは，多面的
機能の発揮は生産活動と結合しているのであ
る．
さらに，これらの多面的機能の受益が及ぶ
範囲は，空間的に限定されるものから限定さ
れないものまで多様である．例えば，レクリ
エーションや文化的景観をたのしむために
は，直接棚田を訪問しなければならない．ま
た，棚田の洪水防止機能を直接享受できる
人々は，その地域に住む人々や下流域の人々
などに限られる．他方で，棚田を将来利用で
きるオプションや，棚田が存在することその
ものに便益を感じる人々もいる．このような
便益は，特定の範囲にとどまるものではなく，
広がりを持ちうるものである．

Vatn（2002）が指摘するように，多面的
機能の発揮によって得られる様々な財・サー
ビスは，統合された生産システムの構成要素
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となっており，たいていは，それぞれが連関
した機能群として存在している 9）．これは，
農業生産が生態系と土地に直接関連し合って
いるためである．この場合，各種機能の発揮
に対して対価を支払う人のみが財を利用でき
るよう，財の境界画定をする（demarcate）
ことは非常に困難になる 10）．したがって，多
面的機能は，個別の商品のように市場取引す
ることで最適化することができず，何らかの
公的介入が必要になる．
こうした棚田の素材的特徴に加え，棚田を
めぐる社会環境は変化している．木村（2011）
によれば，日本の棚田は平坦地の整備田とは
比較にならないほど狭小であり，小型の農業
機械であっても，導入が困難な場所がある．
加えて，除草をはじめとする，維持管理作業
には多くの労働が必要である．このような耕
作条件の悪さに加えて，米価は毎年下落傾向
にあり，また，労働力を確保することはます
ます難しくなっている．農山村集落の維持可
能性が問われるほど，問題は深刻化してい
る 11）．
以上のように，今日では，一方で多面的機
能が評価されるなど，棚田保全の重要性が認
識されつつある．しかしながら，多面的機能
の素材的特質と棚田をめぐる社会環境の変化
から，耕作放棄に象徴されるように，棚田が
維持されない事態が生じている．したがって，
いかに棚田保全のためのシステムを構築して
いくか，特に保全のために必要な様々な費用
をいかなる形で負担していくか検討すること
が，重要な課題となっている．

（2）保全に関わる費用と費用負担原則
自然・アメニティ保全に関わる費用として，
先行研究では機会費用と維持管理費用に焦点
が当てられてきた（永井（1977），寺西（2005a），
藤谷（2008））．機会費用とは，土地利用規制
がなければ土地所有者が得られるはずであっ
た利益（逸失利益）を指す．棚田を事例に考
えれば，急傾斜地の水田を他の用途へ変更す
ることは困難である．都市のアメニティのよ
うな，他用途への開発圧力が強い事例と比較
すれば，機会費用はそれほど生じないであろ

う．他方で，棚田が耕作放棄されるという現
状を見ると，保全に関わる費用として維持管
理費用が大きな位置を占めると考えられる．
それでは，こうした棚田の維持管理費用の
負担をどのように考えていけばよいであろう
か．諸富（2008）は，環境政策を実施する際
にかかる様々な費用を「環境保全費用」と定
義したうえで，環境政策において発達してき
た費用負担のあり方として 4つの費用負担原
則，すなわち①原因者負担原則，②受益者負
担原則，③納税者共同負担原則，④潜在的責
任当事者負担原則および拡大原因者負担原則
を提示している 12）．このうち，農業環境政策
や森林保全の領域においては，受益者負担原
則が適用されているとしている．受益者負担
原則とは，「環境政策を実施することによっ
て便益を受ける主体がその費用を負担すべ
き」13）とする考え方である．そして，この費
用負担のルールが正当化される理由として，
①他に代替財がないなどの固有の事情がある
場合，②外部経済が存在する場合を挙げてい
る 14）．しかしながら，Hanley et al.（1998）は，
支払をしない受益者を排除することが，物理
的，法的，文化的に難しいこと，受動的使用
価値（passive-use values）が存在する可能
性があることから，受益者負担原則の適用は
困難であると指摘している 15）．さらに，
Hodge（2000）は，外部経済・外部不経済の
区別は，土地所有に関する責任や義務の政治
的判断に依存しているとしている 16）．後述す
るように，日本の棚田保全では，受益者負担
より政府による財政支出という形で公的に負
担されているケースが多い．諸富（2008）は，
公的負担を消極的なケース（結果として公的
負担となってしまうケース）と積極的なケー
ス（積極的に公的負担が正当化されるケース）
に分けているが 17），どのような場合に「積極
的なケース」となるかについて，詳細には議
論していない．
それでは，どういった場合に政府の財政支
出が正当化されるのであろうか．これは，土
地所有者 18）の責任をどのように考えるか，
という点と関わっている．確かに，多面的機
能は土地所有者のみならず，数多くの人々に
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影響を与える．土地所有者以外の人々であっ
ても，棚田の景観をたのしんだり，国土保全
機能を享受したり，様々な便益を享受するこ
とができる．他方で，棚田の多面的機能の発
揮は生産活動と結合しており，土地所有者は
棚田の維持管理によって生産物を取得するこ
とが可能である．このような関係性の中で，
土地所有者は棚田の維持管理に対してどこま
で責任を負っており，政府は土地所有者の生
産活動に対してどこまで介入していくかが，
問われなければならない．さらに，土地所有
者の責任を前提としたうえで，どのような論
理から保全に関わる費用を分担するか，考え
なければならない．

3．土地所有者の責任と費用負担原理

前節で示したとおり，棚田保全に対する公
的介入を考えるうえで，土地所有者の責任の
範囲をどのように考えるかが，まず問われな
ければならない．この点を考えるうえで，
Hodgeの参照水準の考え方が役に立つ．以
下では，Hodge（1989）（2000）を手掛かりに，
土地所有者の責任についてどのように考える
か整理する．次に，それを前提とした自然・
アメニティ保全の費用負担のあり方を，寺西
（1997）などを参考に，検討していく．

（1）参照水準と政策手段
棚田を維持管理するために生じる費用の負
担について，2つの極端な立場がありうるだ
ろう．すなわち，①土地所有者が耕作をする
ことは当然の義務であり，土地所有者が費用
を負担するべきとする立場と，②耕作を継続
するか否かは土地所有者の自由であり，保全
を求めるためには一定の支払が必要である，
とする立場である．これらは，土地所有者の
権利設定の問題と関係しており，実際にはこ
の両極端の権利設定の中で，ある責任水準に
定められている．Hodge（1989）は主に英国
の農村政策を念頭に置きながら，この問題を
参照点（reference point）の設定に関わる問
題としている．Hodge（1989）によれば，参

照点とは「農業経営者が農村環境に対して持
つと期待される責任の水準を定める」19）もの
である．したがって，参照点がどのような水
準であるかによって，ある行為をどのように
みなすかが変化し，補償の支払の有無につい
ても変化することになる．またHodge（1989）
によれば，参照点は不変のものではなく，保
全活動に関する補償を支払うことの妥当性に
ついて普遍的合意はないとしている．そして，
参照点の変化は必ずしも保全の成果に関する
暗黙価格（implicit price）の結果ではなく，
道徳的責任として農業経営者は何をすべきで
何をすべきでないかといった，倫理的な観点
が変化することによってなされるとしてい
る 20）．
さらに，Hodge（2000）では，参照水準

（reference level）と政策手段の考え方につ
いて述べられている 21）．その議論をまとめた
ものが図 1である．図の左側は，土地所有者
が参照となる環境水準を達成できない場合で
ある．この時，彼らは外部費用を発生させて
いるものとみなし，汚染者支払原則（Polluter 
Pays Principle：PPP）の観点から，政策手
段としては，規制と課税（Regulations and 
taxes）を用いることが望ましいとしている．
図の右側は，土地所有者に，参照水準を超え
た環境水準の達成を求める場合である．この
時，彼らは外部便益を生み出しているものと
みなし，供給者取得原則（Provider Gets 
Principle：PGP）の観点から，政策手段と
しては，土地利用者への支払（Payments to 
land users）をすることが望ましいとしてい
る．さらに，両極の中間には，「不確定な領域」
（Uncertain zone）があるとしている．この
領域は，権利が正式に定められていない，あ
るいは歴史的な権利配分が大きな課題に直面
した際に生じるとしている．この領域におけ
るアプローチとして，Hodgeは自主的な規
制や行動規程（Voluntary restraint, codes of 
practice）を位置づけている．
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このように，同じ行為でも，参照水準がど
のように設定されるかによって，土地所有者
を「汚染者」とみなすか，便益の「供給者」
とみなすかが変化し，それによって政策対応
も異なる．費用負担のルールを考えるうえで
は，参照水準がどこに設定され，土地所有者
の権利設定がどのようになっているかが，ま
ず問われなければならない．もし，ここで彼
らを「汚染者」（polluter）とみなすのであれ
ば，PPPを適用し，政府は規制や課税とい
った手段で対応することが求められる．他方
で，彼らを便益の「供給者」（provider）と
みなすのであれば，彼らの行為に対して何ら
かの支払がなされる（PGP）ことが，社会的
に望ましいと考えられる．すなわち，参照水
準を上回る管理を土地所有者に達成してもら
うための補償金や補助金の支出，さらには免
税措置などが，政策手段とされる必要がある．
なお，図 1の整理では，権利移転の場合を考
えていないが，政府自ら便益を供給するとい
う対応もありうる．この場合，土地の所有権
や利用権を政府に移すために，土地購入料や
地代が支出されることになる．また，目標と
なる環境水準を達成するために，整備・維持
管理費（委託料を含む）も支出されることに
なる．

（2）費用負担原理と費用負担のルール
ここまで Hodge（1989）（2000）を手掛か
りに，土地所有者の責任と政策手段の関係に
ついて見てきた．ただし，上記の整理は，同
じ土地所有者であっても，「汚染者」・「供給者」
両側面を持ちうることを示したのみであっ
て，負担の側面については検討すべき点が残
されている．特に問題となるのは，PGPに
おける費用負担である．Hodge（2000）は詳
細な検討をしていないが，PGPは，供給者
が支払を受けられることのみを議論している
ので，どのような考え方から，誰の負担で，
その支払を行うのかについては，別途検討し
ていく必要がある．この点について，寺西
（1997）の費用負担原理の整理は，負担面を
考察するうえで参考になる．
寺西（1997）は費用負担の原理的な考え方
と，各原理を基準とした「環境コスト」22）に
関する費用負担ルールを区別して議論してい
る．まず，費用負担の原理的な考え方として，
①応能原理，②応益原理，③応因原理，④応
責原理の 4つの考え方を提示している 23）．応
能原理は，負担能力がある（負担能力がある
とみなされる）主体に，その能力に応じて費
用負担を求める考え方である．応益原理は，
利益を受けている（過去・将来を含む）主体
に，その受益に応じて負担を求める考え方で
ある．応因原理とは，過去・現在時点におい

 
 

図 -1　目標設定と環境管理に対するアプローチ
出所：Hodge（2000）の Figure 1（p.263）から抜粋
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て，当該費用の発生原因をつくりだした主体
に，その原因に応じて費用負担を求める考え
方である．応責原理とは，「問題に対する責
任の程度に応じて，その費用負担を求めると
いう考え方」24）である．
さらに寺西（2007）では「応責原理」につ
いて，「当該費用の支出に対して何らかの責
任を負うべき位置にある関係主体に費用負担
を求めるもの」25）と定義している．具体的な
事例としては，1980年に米国で制定された「包
括的環境対処・補償・責任法」（通称「スー
パーファンド法」）における「潜在的責任当
事者」（Potentially Responsible Parties）に
よる費用負担を挙げ，「そこでは『責任ある
関与』（Responsible Commitment）が費用
を求める根拠とされている」26）としている．
また，「応責原理」には「自発的な関与」
（Voluntary Commitment）に基づく費用負
担もありうるとしている．具体的には寺西
（2005b）で，丹沢・大山の自然再生を念頭に
置きつつ，「丹沢・大山を守りたいという思
いを持っている多くの人々，あるいは，そう
いう思いをもって丹沢・大山の問題になんら
かの形でコミットしたいと考えている多くの
人々の『支払い意思』にもとづく『費用負担』
のあり方」27）として，考察している．なお，「応
責原理」という言葉について，寺西は「問題
への関与（Commitment）のあり方を重視す
るという考え方で，『応関原理』といったほ
うがベターかもしれません」28）としており，
最近の論考では「応関原理」という言葉を採
用している 29）．本稿でも，「応関原理」とい
う言葉を採用する．
寺西は，以上の費用負担原理を試論的に示
したうえで，様々な種類の費用に対して，各
原理がどのような優位性や有効性があるか，
さらに費用負担を求める根拠としての「能力」
「利益」「原因」「責任」をどのように考える
か検討していくことが，費用負担のルールを
考えるうえで必要であるとしている30）．なお，
これらの原理を用いて考察していくには，注
意が必要である．寺西は応能原理，応益原理
を財政学分野における租税論の考え方から着
想したものと考えられるが 31），租税論は厳密

には租税根拠論と租税負担配分論（租税原則）
に分けられ，寺西の言及する原理がどの範囲
までを見通したものなのか，必ずしも明らか
でない．神野（2007）は租税の根拠として，
租税利益説と租税義務説を提示し，前者の場
合，租税負担配分としては利益原則と能力原
則が，後者の場合，租税負担配分としては能
力原則が結びつくとしている．このような，
根拠論と配分論の整理がなければ，例えば応
能原理については，なぜ負担能力があるもの
が，その能力に応じて負担しなければならな
いのか，説明がつかない．
そこで，根拠論と配分論について（1）で
示した概念と整合的に整理したものが図 2で
ある．まず，参照水準を下回る責任しか果た
さない場合（Aの範囲）には，「汚染」を発
生させていることを根拠とし，負担の配分論
として応因原理に基づいた PPPを費用負担
のルールとして適用することが求められる．
ここでは，規制や課税を政策手段とし，参照
水準となる範囲までは，土地所有者の自己負
担とすることが求められる 32）．他方で，参照
水準を上回る環境水準の達成が目標となる場
合（Bの範囲）には，「便益」の供給を根拠
とし，供給者に対して支払をすることが正当
化される．ただし，配分論については，応能
原理，応益原理，応関原理といった原理の中
で，どのような原理を採用し，費用負担ルー
ルとして考えるかが問題となる．さらに，参
照水準の範囲にあり，「汚染」の発生とも「便
益」の供給ともみなされていない「不確定な
領域」の場合（Cの範囲）には，負担の根拠
が明確化されていない．ここでは，自発的に
費用負担を求める，応関原理が配分論として
位置づけられると考えられる．
ここまで，Hodge（1989）（2000）や寺西

（1997）などを手掛かりに，自然・アメニテ
ィ保全の費用負担のあり方について議論を整
理してきた．以下では，日本の棚田を事例に，
どのような論理から保全に関わる費用が負担
されてきたか，また具体的な配分がどのよう
になっているのか，特に政府の支出面に焦点
を当てて検証し，現状と課題を議論していく．
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4．棚田保全の制度の変遷

本節では，日本の棚田保全の制度変遷につ
いて概観する．1980 年代まで，棚田は国や
地方自治体の政策対象と，ほとんどされてい
なかった．その後，1990 年代に入り，農林
水産省の補助政策を契機に，各種制度が展開
されていった．

（1）1990 年代までの動向 33）

千賀（2006）によると，白米千枚田（石川
県輪島市）のように，県と市から耕作助成金
が支出されるような，先駆的な事例も存在し
ていたが，1980 年代まで，棚田は生産効率
の低い水田として，農林水産省等の補助施策
対象から後回しにされ，自治体の支援もほと
んど存在しなかった．一般市民の間でもそれ
ほど関心を集めておらず，生産効率が悪くコ
スト高となる棚田 34）は，耕作放棄される傾
向が続いていた．しかし，1990 年代に入り，
農村景観の急激な変化や棚田の利用・管理主
体の減少の中で，棚田の有する多面的機能へ
の関心や都市勤労者たちの農業・農村への期
待の高まりなどを背景として，棚田は保全の
対象として国民の意識に上ることになった．
さらに，棚田をかかえる自治体間の連携組織
である「全国棚田（千枚田）連絡協議会」や
「棚田学会」，「棚田支援市民ネットワーク」（現

NPO法人棚田ネットワーク）などといった，
全国的組織の設立は，棚田保全に対する機運
の盛り上げ等に貢献したと考えられる．
このような情勢を背景としつつ，「棚田保
全にかかる国の補助事業の嚆矢」35）として，
1993 年に「中山間ふるさと・水と土保全対
策事業」が農林水産省の事業として創設され
た．これは，土地改良施設や農地の有する多
面的機能，特に国土・環境保全機能の維持・
増進を図るために地域住民活動を支援するも
ので，調査研究や人材育成といったソフト事
業を対象としていた．国は，都道府県の基金
造成に対し補助をし，事業費はその運用益に
よって賄われることになっていた．また，同
年には地域外住民との連携を念頭に置き，保
全対策の広域的な普及の拠点づくりを行うた
めに「ふるさと・水と土保全モデル事業」（以
下，「モデル事業」とする）も併せて創設さ
れた．同事業によって，棚田の復田や水路の
整備といったハード事業に対し補助金が交付
されることになった．なお，同事業は「ふる
さと水と土ふれあい事業」（1997 年，以下「ふ
れあい事業」とする）へと拡充された．その
後，特に棚田地域におけるハード事業を補助
対象とした「棚田地域等緊急保全対策事業」
（以下，「緊急対策事業」とする），ソフト事
業を対象とする「棚田地域水と土保全基金事
業」がウルグアイ・ラウンド農業合意関連対

図 -2　参照水準と費用負担
出所：Hodge（2000）、寺西（1997）等を参考に筆者作成
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策（以下，「UR対策」とする）として創設
された 36）．
さらに，棚田の景観や文化的価値に焦点を
当てた，文化財保護法に基づく名勝指定が，
日本で初めて行われた（1999 年に長野県更
埴市（現千曲市）の姨捨棚田（田毎の月）が
指定）．文化財保護法における名勝は「記念物」
の一つであり，「庭園，橋梁，渓谷，海浜，
山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上
又は鑑賞上価値の高いもの」のうち重要なも
のを，文部科学大臣が名勝として指定できる
とされている 37）．
棚田という農耕地を対象とした指定が行わ
れた背景として，先述した国内の動向があっ
たことはもちろんのこと，国際的な潮流，特
に世界文化遺産の範疇に文化的景観
（cultural landscape）が加わったことは特筆
すべきである．1972 年にユネスコ総会で採
択された世界遺産条約（「世界の文化遺産及
び自然遺産の保護に関する条約」）では，遺
産は文化遺産（cultural heritage）と自然遺
産（natural heritage）の 2 つに分けられ，
それぞれ独自の登録基準が設定されていた．
結果として，登録された世界遺産は両極に偏
る傾向があり，中間的な位置にある多様な自
然的地域をどのようにするかが問題とされて
きた．1980 年以降，継続的に行われた議論
の結果，1992 年に文化的景観が「自然と人
間の共同作品」として文化遺産の範疇に加え
られた 38）．その後，農林水産業に関連した景
観として，「フィリピン・コルディレラの棚田」
が初めて登録され（1995 年），棚田の文化的
価値への注目はますます高まっていった．
このような国内外の情勢を背景とした姨捨
棚田の名勝指定は，「農耕地を国の文化財に
指定することによって，農耕地が本来もって
いる生産地としての経済的，実用的な価値以
外に，その土地が呈する景観の文化的な価値
を国のレベルで積極的に評価しようとした」
39），日本の文化財政策において転機となる指
定であったといえる．指定によって，他の指
定文化財と同様に，保存管理計画等の策定や
保存整備に対し国等から補助を受けられるこ
とになった．

（2）2000 年度以降の動向
2000 年代の農政は，1961 年に制定された
農業基本法に代わって新たな基本法として制
定された「食料・農業・農村基本法」（以下，
「新基本法」とする）によって進められるこ
とになる．「新基本法」は，「食料，農業及び
農村に関する施策について，基本理念及びそ
の実現を図るのに基本となる事項を定め，並
びに国及び地方公共団体の責務等を明らかに
することにより，食料，農業及び農村に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進し，もって
国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発
展を図ることを目的」40）として制定されてお
り，「農業基本法は農業者の福祉の向上が目
的だったが，新基本法はより消費者国民向け」
41）に制定された．
棚田が存在するような農山村を念頭に置く
と，「新基本法」において特に「国は，中山
間地域等においては，適切な農業生産活動が
継続的に行われるよう農業の生産条件に関す
る不利を補正するための支援を行うこと等に
より，多面的機能の確保を特に図るための施
策を講ずるものとする」42）と規定され，多面
的機能の確保を目的とした直接支払制度導入
の根拠が与えられることになった．これを受
けて，これまで議論の俎上に載るものの一貫
して導入が見送られてきた条件不利地域に対
する直接支払制度である「中山間地域等直接
支払制度」が農林水産省の事業として 2000
年度より導入された．同制度は，耕作放棄防
止，水路・農道等の管理などの集落協定に基
づき 5年以上継続して農業生産活動等を行う
農業者等に対し，交付金を支払うものである．
交付金の単価は非傾斜地とのコスト格差の 8
割とされ，第 1 期対策（2000 ～ 2004 年度）
では水田で 10a当たり年間 2 万 1000 円（急
傾斜地）とされた．その後，第 2期対策では
2段階の単価設定などが導入，第 3期対策で
は小規模・高齢化集落を近隣集落が取り込ん
だ場合の加算措置などが導入されていっ
た 43）．
また，ハード事業については，「緊急対策
事業」が「UR対策」期間の終了とともに，「棚
田地域等保全整備事業」へと引き継がれてい
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った．なお，同制度は 2003 年度に「ふれあ
い事業」と統合され「里地棚田保全整備事業」
へと名称が変わる．このような若干の変化は
あるが，ハード事業に対する補助体系は
1990 年代後半の流れが引き続いていく．
他方で文化庁は，棚田の名勝指定に引き続
き，2000 ～ 2003 年度にかけて，「農林水産
業に関連する文化的景観の保護に関する調査
研究」を実施し，国内の文化的景観の所在状
況や保護制度に関する展望などを示した．そ
して，2004 年の文化財保護法の改正により，
「文化的景観」が新たに文化財として位置づ
けられることになった．文化的景観とは，「地
域における人々の生活又は生業及び当該地域
の風土により形成された景観地で我が国民の
生活又は生業の理解のため欠くことのできな
いもの」44）とされている．これは，人と自然
の関わりの中で形成された景観地の文化的価
値の保全に焦点を当てた点で，名勝と異なっ
ている．すなわち，「『名勝』という優秀な風
致景観の保護を目的とする文化財の領域か
ら，『文化的景観』という広い意味での土地
利用形態を対象とする新たな文化財の領域へ
と保護の道は開かれた」45）のである．具体的
な選定手続きについては，「文部科学大臣は，
都道府県又は市町村の申出に基づき…当該都
道府県又は市町村がその保存のため必要な措
置を講じているもののうち特に重要なものを
重要文化的景観として選定することができ
る」46）とされ，管理上の役割の大きさ等から，
地元自治体の申出が前提となっている．同法
の改正によって，文化的景観に関する調査や
保存計画策定，及び重要文化的景観に選定さ
れると整備事業に対して，それぞれ国等から
補助を受けられることになった．

5．姨捨棚田をめぐる財政支出

地方自治体は第 4節で示した各種制度を通
して，棚田保全のための財政措置を受けるこ
とができるようになった．そこでは，棚田の
有する多面的機能を根拠とした財政支出に加
え，特にその文化的価値を根拠とした財政支

出も行われるようになっていった．すなわち，
棚田の環境的価値・文化的価値の双方を根拠
とした，財政支出が行われるようになってい
ったのである．
それでは，各種制度下において，実際に参
照水準と財政支出がどのようになっているの
であろうか．また，図 2の整理を用いると，
現状はどのように解釈することができるであ
ろうか．以下，一例として姨捨棚田のケース
を見ていく．

（1）姨捨棚田の概況 47）

姨捨棚田は，長野県の北部にある千曲市
（2003 年 9 月に更埴市・戸倉町・上山田町と
合併）に位置する．この棚田は，市の中央部
を流れる千曲川の左岸に位置し，三峰山の東
側山腹斜面にかけて総面積約 75ha（うち山
林や河川・道路等を除く農地のみを対象とし
た水張面積は約 35ha，区画数は約 1800 区画）
に及ぶ．標高は約 400 ～ 550m，傾斜は 1/6
～ 1/10 となっている．棚田上部にある JR姨
捨駅からの眺望は，日本三大車窓に数えられ
るなど，全国的にも有名な棚田である．また，
松尾芭蕉の『更科紀行』において，姨捨棚田
が詠まれたことから，俳諧及び観月の名所と
しても知られており，毎年約 2 ～ 4 万人 48）

の観光客が訪れている，歴史的にも著名な地
区である．土地利用状況は，2008 年に実施
された調査によると，水田が 16.6ha（47％，
ただし水張面積），畑が 6.4ha（18％），果樹
園が 5.0ha（14％），不作付が 1.3ha（4％），
荒廃地が 5.8ha（16％）となっている．

（2）姨捨棚田をめぐる事業 49）

他の棚田地域と同様に，姨捨棚田もその耕
作条件の厳しさから耕作放棄が顕在化してい
た．さらに，1970 年頃より生産調整に伴い
転作（水田から果樹園）も実施されるように
なった．耕作放棄と土地利用の転換が進行す
る中で，耕作条件の改善を意図した県営圃場
整備事業が 1981 年より計画された．ここで
は当初，棚田地域を含む対象面積 120haの圃
場整備が計画された．しかしながら，10 年
経過後も着工されない中で，高齢化の進行や
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耕作意欲の低下，さらには整備に伴う事業費
の負担が問題となった．結果として，整備に
対する地権者の同意が得られず，一部の地域
（約 9ha）のみで圃場整備が実施されること
になり，当初対象となっていた約 25haは未
整備のまま残されることになった．市は未整
備のまま残された棚田を含め，姨捨棚田をい
かにしていくか，対応が求められることにな
った 50）．
市では，棚田の基盤整備をどのようにして
いくか，1994 年より具体的な検討を始めた．
元来，姨捨は歴史的に著名な地区であり，市
としても，1975 年に市指定名勝とし，周辺
地に観光会館を建設するなど，地域活性化を
図ってきた地域であった．ただし，傾斜のき
つい棚田での耕作は重労働であり，また地形
的な制約から使用できる農具も限られる．結
果的に，「平地に比較して農作業は 3倍から
4倍の労働力」51）が必要となる厳しい耕作条
件から，耕作放棄が進んでいた．そこで，最
も傾斜がきつく耕作放棄が進んでいた 2.6ha
（畦畔を含む，水張面積は 1ha）を対象に，
棚田オーナー制度導入を前提とし，県営の「モ
デル事業」が 1995 年度に実施されることに
なった．対象となった 230 枚の棚田には農道
がなく，狭い畔から圃場に入るような状態で
あっため，約 80％が 20 年以上にわたり耕作
放棄されていた．これらの荒廃田が，「モデ
ル事業」によって，復田整備されることにな
った 52）．復田された棚田は，市が中心となり，
棚田オーナー制度である「棚田貸します制度」
（1996 年度発足）を展開することによって保
全されることになった．
「棚田貸します制度」において，千曲市は
地権者から農地を借り受ける一方，オーナー
となる会員を募集する．オーナーには 2種類
あり，専用区画において田植え・草刈・稲刈
り・脱穀といった農作業を行う「体験コー
ス」53）と，専用区画を設けず棚田保全を資金
面で支援する「保全コース」54）がある．前者
は，月 1回以上の作業参加が求められるが，
自身で収穫したコメを持ち帰ることができる
のに対して，後者は希望すれば田植えや稲刈
りに参加可能で，加えて 20kgの収穫された

コメが送付されることになっている．前者が，
一定程度の労働提供を前提とした仕組みであ
るのに対し，後者は，保全に対する思いはあ
るが，労働提供をそこまでできないような「オ
ーナー」が関わることができる仕組みである．
この 2種類のオーナーを支援する目的で結成
されたのが「名月会」で，地元の農家など
14 名によって構成されている 55）．会員から
集められた会費は，一度，市の一般会計に入
れられる．そして，市の財政からこの制度の
支援組織である「更埴市棚田保全推進会議」
（現「千曲市棚田保全推進会議」，以下「推進
会議」とする）に委託料が支払われる．名月
会は，「推進会議」からの委託料を運営資金
とし，農作業の技術的指導をはじめ，維持管
理作業を請け負っている．
こうしたオーナー制をはじめとした保全活
動を背景にしつつ，姨捨棚田の一部が名勝指
定されることになった（当初約 3.2ha，2006
年 1 月に追加指定され約 6.8ha）．棚田を対
象とした名勝指定は全国初の出来事であり，
姨捨棚田独自の文化的価値を国が認めたもの
といえる．指定により，棚田の文化的価値を
根拠とした，国等からの補助が期待できるよ
うになった．
さらに，市は「モデル事業」に引き続き，
残りの未整備地においても「ふれあい事業」
をはじめとする，各種基盤整備事業を実施し
た．基本的な仕組みは，「モデル事業」と同
様であるが，「景観保全のために更なる耕作
者の協力と耕作継続の奨励のため市では工事
費用のうちの受益者負担を免除する方向を打
ち出し」56）としているように，ここでは特に
土地所有者による耕作継続が意図された．ま
た，2000 年度からは中山間地域等直接支払
制度も導入されたことで，協定を締結した南
沖組合および名月会は，維持管理に対し交付
金を受け取ることができるようになった．さ
らに 2010 年には，名勝指定区域の周辺地を
含め，重要文化的景観に選定された（64.3ha）．
選定により，棚田全体の保全に対して，これ
まで以上に国等の関与を求めることができる
ようになった．



－ 106 －

財政と公共政策　第 35 巻第 2号（通巻第 54 号）2013 年 10 月

（3）参照水準と財政支出
①「モデル事業」導入による変化
以下では，上述した各種制度の下で，参照
水準と財政支出がどのようになっているか見
ていく．これまでの姨捨棚田の経緯を見てい
くと，「モデル事業」導入前後で大きな変化
があったことがわかる．「モデル事業」導入
前は，棚田での耕作継続も放棄も土地所有者
の自由とされていた．図 2の議論を踏まえれ
ば，棚田の多面的機能は参照水準の設定にお
いて考慮されておらず，棚田の維持管理は土
地所有者が果たさなければならない責任の範
囲（Aの範囲）にも，土地所有者に対して支
払をしなければならない範囲（Bの範囲）にも，
位置づけられていなかったと解釈できる．す
なわち，参照水準の範囲の中（Cの範囲）に
あったと考えることができる．ここでは，棚
田の食料生産機能のみが考慮された参照水準
となっており，多面的機能を誰の責任で発揮
するかは，「不確定な領域」にあったのである．
生産の場として棚田を考えるのであれば，
個別の便益（耕作による収穫）を根拠とした
応益負担が正当化される．これは，図 2の C
の範囲においても，農業生産という個別の便
益に基づく応益原理が採用される可能性を示
唆するものである．かつて，生産者は主に収
穫物の販売や自家消費を目的として，棚田を
維持管理してきた．また，土地改良事業を実
施する場合は，土地所有者から「受益者負担
金」が徴収されることも正当化された．土地
改良事業によって，棚田は生産活動の場とし
て以前より利便性を増すことになり，その生
産性向上の便益は土地所有者に帰属するから
である．他方で，棚田の維持管理に携わって
いない人々は，収穫物を商品として購入する
こと以外に彼らへの支払をほとんどすること
なく，維持管理によって生み出される様々な
便益を（認識しているか否かは別として）享
受することができた．しかしながら，このよ
うな参照水準の設定の結果，急傾斜等によっ
て耕作条件が厳しい地区では，土地所有者は
維持管理に見合う収益を上げられず，耕作放
棄が進んでいった．また，耕作環境の改善が，
負担金の支払に見合う程度にならない地区で

は，圃場整備が断念されていった．農業生産
に基づく応益原理では，棚田は維持できない
状況になっていったのである．
そこで，「モデル事業」では，棚田での耕
作が継続されるよう，基盤整備にかかる土地
所有者の負担が免除された．さらに，地元団
体である名月会を核としたオーナー制度によ
って，復田された棚田は維持管理されていく
ことになった．ここでは，棚田の果たす役割
として，食料生産機能から多面的機能が重視
された結果，土地所有者の責任の範囲も変更
された．すなわち，参照水準の引き下げが起
こり，同じ棚田での耕作という行為は，広く
便益を供給するものと認識されたのである．
この結果，耕作者に対し支払をすることが正
当化された．
この耕作者に対する支払を費用負担面から
見ていくと，まず基盤整備については，多面
的機能という便益を根拠とした納税者による
費用負担がなされたと解釈できる．具体的に
は，「モデル事業」の総事業費 5000 万円を，
国（55％）県（30％）市（15％）で分担する
ことにより，土地所有者に費用負担を求める
ことなく，農道整備や復田事業が実施され
た 57）．政府は，徴税権を有し，公共サービス
を提供するための財源を持つ主体である．こ
うした財源を根拠に，政府を「負担能力」を
有する主体と見なすのであれば，これらの財
政支出は「応能原理」58）に基づく費用負担と
解釈することもできよう．ただし，各段階の
政府の費用負担割合まで考慮すると，それら
の「負担能力」がどこまで考慮されているの
かは，明らかでない．さらに，負担の帰着ま
でを念頭に置くと，応能的か，応益的かにつ
いては，租税構造まで考慮する必要がある．「モ
デル事業」では，事業実施のための目的税創
設等はなされておらず，一般財源や公債発行
等によって事業費が賄われている．したがっ
て，これらの支出を応能原理の観点からも応
益原理の観点からも根拠づけることは困難で
ある．
また，維持管理面では，オーナーとなる市
民が，参加コースやオーナーとなる区画の面
積に応じて，毎年 3万円程度の会費を支払っ
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ている（表 1，参照）．集められた会費は，
市の一般財源に一度入れられ，そこから，土
地所有者への地代や名月会への委託料が支払
われることによって，「モデル事業」で復田
された棚田が維持管理されている59）．これは，
多面的機能の発揮という便益に加えて，棚田
での農業体験ができる，あるいは自身が生産
に関与した収穫物を手に入れることができ
る，といったオーナーが得られる便益を根拠
とした応益負担と考えることができる．ただ
し，特に「保全コース」では，オーナーの得
られる利益はコメ 20kgの送付とイベントへ
の参加権であり，これらの便益のみで年 3万
円の負担がなされていると解釈するかは議論
の余地がある．むしろ「棚田を守りたい」と
いう思いから自発的に負担している点を重視
すれば，応関的な費用負担がなされていると
解釈することもできる．これは，負担の根拠
をどのように考えるべきか，という点と関連
しており，「汚染」・「便益」のみを負担の根
拠とした Hodgeの議論の限界を示している．
なお，オーナー制度によって集められた会
費のみで，復田地の維持管理に関わる全ての
費用が賄われていないことには注意が必要で
ある．会費収入は「推進会議」への委託料よ
り小さく，この不足分に農地の借地料（約 5
万円）を加えた金額は市が負担している（毎
年 100 万円程度）．これは，制度運営によっ
て対象となる棚田が維持管理されるという便
益を根拠とした市の一般財源による費用負担
と解釈することもできるが，この便益のみが
負担の根拠といえるかについても，議論の余
地がある．また，配分論については，土地所
有者やオーナーといった私人に比して「負担

能力」を有する市の費用負担と考えれば，「応
能原理」に基づくと考えることもできる．し
かしながら，負担の帰着までを考慮すると，
市の一般財源による支出は，応能原理の観点
からも応益原理の観点からも説明することは
困難である．

②「モデル事業」以降の動向
「モデル事業」以降，基盤整備については，
変化した参照水準を前提に事業が展開されて
いく．具体的には，「ふれあい事業」，「緊急
対策事業」60），「里地棚田保全整備事業」61）

といった事業が展開されていった（表2，参照）
が，基本的に土地所有者の負担なく，実施さ
れた．これらはいずれも，多面的機能の発揮
という便益を根拠とした農林水産省の事業で
あり，費用負担についても「モデル事業」と
同様に，納税者に負担される形で，基盤整備
が実施された 62）．
さらに，1999 年の名勝指定，2010 年の重
要文化的景観選定によって，国等の補助を利
用しながら実行できる政策の範囲が広がるこ
とになった（表 3，参照）．ここでは，参照
水準の変化は特にないが，負担の根拠が変化
したと考えられる．すなわち，これまで多面
的機能を根拠とした支払が行われてきたのに
対し，特に棚田の文化的価値を根拠とした支
払が行われるようになったと解釈できる．名
勝指定に基づく財政支出を見ていくと，長期
計画でどのような事業を実施するかによって
変化するが，毎年度 1000 ～ 3000 万円の範囲
で推移している．制度上の国の補助率は原則
として 50％，県の補助率は財政状況によっ
て変化し，2003 年度までは 15 ％，以降

表 -1　棚田オーナー制度の概要
年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
会費収入（万円） 220 211 196 203 236 252 251 257 321 238 247
推進会議委託料（万円） 315 430 283 315 365 330 330 330 330 330 330
オーナー数
（人）

体験コース 62 59 56 57 65 70 67 68 90 68 72
保全コース 6 5 5 4 8 10 13 14 21 15 14

市負担額（万円） 99 223 92 116 134 83 85 78 14 96 88
出所：千曲市農林課提供資料、更埴市「歳入歳出決算書」、千曲市「歳入歳出決算書」より筆者作成
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7.5％，5％，4％へと落ち込んでいく．国・
県の負担割合や補助の範囲は，国・県の要綱
などで決められている．したがって，必ずし
も全事業にかかる経費が補助の対象となって
おらず，負担割合も変化している．
具体的な支出内容を見ると，名勝指定地域
にある寺社である長楽寺の修復に関わる支出
や荒廃田・水路の整備といった支出となって
いる．ここでも棚田の整備が実施されている
が，「モデル事業」と同様に土地所有者の負
担はなく，納税者負担によって，整備を実施
している．重要文化的景観選定に関わる財政
支出を見ると 2012 年度時点では看板やパン
フレット作成等に関わる財政支出，約 200 万
円のみが計上されている 63）．今後，同制度に

基づく支出は増加することも予想される．
また，こうした資本的経費に加えて，日常
的な維持管理に対して中山間地域等直接支払
制度が導入された．同制度により，耕作者は
日々の維持管理に対して，交付金が受け取れ
ることになった．これは，特定の棚田に限ら
ず，中山間地域における農業の有する多面的
機能発揮を根拠とした制度ではあるが，日常
的な耕作までもが，便益を供給するものとみ
なされることになったのである．また，費用
負担については，資本的経費と同様に，多面
的機能を根拠とした納税者による費用負担が
なされている．姨捨棚田における具体的な数
値をみると，交付面積約 20haに毎年度約
300 万円支出されている（表 4，参照）．

表 -2　姨捨棚田における主な土地改良事業
事業名 年度 事業の概要 総額（万円）

県営ふるさと・水と土モデル事業 1995 農道・水路・棚田整備 5,000
県営ふるさと水と土ふれあい事業 1997 ～ 1999

農道・水路整備
13,000

団体営棚田地域等緊急保全対策事業 1999 ～ 2000 4,538
県営里地棚田保全整備事業 2001 ～ 2007 18,800

出所：千曲市農林課提供資料、長野県「個別箇所評価シート（公共事業分）―里地棚田保全整備」より筆者作成

表 -3　名勝指定に基づく財政支出

年度
総事業費（万円） 負担割合（％） 事業の概要

うち棚田関係 国 県 市
2000 976 50 15 35 史跡標識・境界柱整備
2001 940 36 11 54 電柱移転整備
2002 631 50 15 35 支障木剪定、水路整備
2003 1,460 50 15 35 長楽寺整備
2004 3,003 653 50 7 43 長楽寺整備、荒廃田整備
2005 1,301 257 50 7 43 長楽寺整備、水路整備
2006 2,798 46 7 47 長楽寺整備
2007 3,390 46 7 47 長楽寺整備
2008 2,014 147 50 7 43 長楽寺整備、水路整備
2009 2,002 525 50 7 43 長楽寺整備、水路整備
2010 2,023 551 49 5 46 長楽寺整備、水路整備
2011 2,007 501 50 4 46 長楽寺整備、荒廃田整備
出所：千曲市文化財センター提供資料、千曲市教育委員会編（2006）（2009）、千曲市文化財センター編（2013）
より筆者作成
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（4）制度の評価
ここまで整理してきたように，棚田の荒廃
の現実と多面的機能をはじめとする棚田の重
要性が認識されていったことを背景に，参照
水準の引き下げが起こったと解釈できる．す
なわち，土地所有者の基盤整備・日常的な維
持管理に対する責任の範囲が引き下げられた
と考えられる．また，費用負担については，
多面的機能及び文化的価値を根拠に，納税者
によって費用負担される方式がとられた．さ
らに，最も耕作条件が悪く，耕作放棄されて
いた棚田は，地元農業者団体である名月会を
中心としたオーナー制度で維持管理されるこ
とになり，その費用はオーナーの応益的・応
関的な負担，及び市の財政負担によって賄わ
れてきた．これらを通して，姨捨棚田は荒廃
を免れたという点で一定の成果を出したとい
える 64）．
通常の財であれば，受益に対して支払をし
ていない主体を排除できることから，受益に
対する応益的な費用負担，すなわち受益者負
担原則を適用することが効率性面からも公平
性面からも妥当性を持つ．しかし，棚田の多
面的機能は，個別の財として商品化すること
が難しい．また，棚田を直接訪問する観光客
から料金徴収といった形で受益に対する支払
を求めることも，徴収コストを考えると限界
がある．さらに，観光消費による地域経済効
果は，税収にも反映されることを踏まえれば，
便益の供給を根拠としつつ，公共サービスの
供給主体である政府が費用負担することは，
効率性面からも，公平性面からも一定の意義
を持っている．ただし，現状の制度を見てい
くと，いくつかの課題も指摘できる．

まず，中山間地域等直接支払の算定基準に
ついてである．現在の制度では，傾斜が 1/20
（急傾斜）・1/100（緩傾斜）の区分の中で，
一律に金額が決められている．全国の棚田で
も同様だが，より傾斜のきつい（例えば 1/5，
1/6 など）棚田については，耕作がより困難
になるにもかかわらず，特別な加算措置はな
いため，現時点では土地所有者が耕作に関わ
る追加的費用を負担している．平地とのコス
ト差を埋めることが同制度の趣旨であること
をかんがみて，傾斜度を考慮した対策が検討
されるべきである．さらに，日常的な維持管
理については，文化的価値を考えるうえでも
重要である．現時点で文化財保護法に基づく
補助制度は，主として資本的経費の範囲にと
どまっている．棚田の多面的機能，特にその
文化的価値は生産活動と一体的に評価されて
きたことを考慮すれば，経常的経費に対して
も，何らかの対策が求められる．
また，一連の対応によって短期的には土地
所有者が耕作を継続しやすくなった一方で，
長期的な担い手，維持管理主体の確保につい
ては課題が残っている．実際，これらの対応
を経ても担い手の増加にはつながっておら
ず，現時点では余力のある耕作者が他の区域
を管理している状況である．確かに，棚田オ
ーナー制度を通して，荒廃してしまった農地
の復田から維持管理まで，現時点では対応で
きており，オーナー田の範囲を広げることで
棚田の荒廃に対応することも考えられる．し
かし，同農地を維持管理する名月会において
も，高齢化と担い手不足に悩んでおり 65），こ
れ以上オーナーを増やすことが難しい状況と
されている．棚田での生産活動のみで，耕作

表 -4　中山間地域等直接支払の推移
年度 2007 2008 2009 2010 2011

交付面積（ha） 22 22 22 20 20
交付総額（万円） 360 359 359 318 322

負担割合（％）
国 50 50 50 50 50
県 25 25 25 25 25
市 25 25 25 25 25

出所：千曲市農林課提供資料より筆者作成
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者の生活が成り立っていないことも考慮すれ
ば，地域政策として姨捨棚田全体をどのよう
に維持管理していくか，長期的な視点で検討
していくことが求められる 66）．
最後に，ここまでの議論は政府から土地所
有者，あるいは耕作者といった便益の供給者
に対して，基盤整備費の負担や補助金の支出
という形での支払のみが議論の中心となって
いた．これは，現在の支援体系を前提とした
ためであるが，税制を通じた便益に対する支
払の体系も考察することが求められる．これ
は，納税者負担の位置づけを，原理的に考察
する点からも重要な論点となる．後藤（2013）
は補助金と比較した税制の利点として，分権
的意思決定が可能なこと，インセンティブ効
果，課題に対する迅速性を挙げている 67）．特
に，実際の財政支出を見ればわかるように，
県の財政制約から補助率が制限されているこ
とや，補助対象とならない事業実施のために
市の負担が増えていることを考えると，集権
的な補助金システムは再考することが求めら
れる．

6．おわりに

本稿では，ルーラル・アメニティの代表例
としての棚田を素材として，その保全の財政
支出について，参照水準と費用負担原理を踏
まえつつ考察してきた．最後に本稿で言及す
ることができなかった主要な論点について，
今後の課題としてまとめておこう．
まず，負担の根拠論についてである．図 2
では Hodge（2000）の議論を前提としたため，
「汚染」と「便益」のみが根拠として示された．
しかしながら，負担の根拠は必ずしもこの 2
つに集約されるとはいえない．これは，姨捨
棚田の事例において，棚田オーナー制度を応
益原理・応関原理のどちらに基づく費用負担
と見なすか，という点とも関わっている．負
担の根拠として，人々の利他的な行為の側面
など，様々な行動原理が考慮される必要があ
る．
また，配分論について，本稿では政府間で

の役割分担について特別な考察を加えてこな
かった．しかし，第 5節で示されたように，
地元自治体は政府の財政措置を前提に，各種
事業を実施するなど，参照水準の設定におけ
る国の影響力の大きさが示唆された．これは，
参照水準の設定がどのように行われるのか，
特に政府間の影響力の差異を考えるうえで，
重要な論点となる．本稿は姨捨棚田を一例と
して，財政支出を考察してきたが，他地域で
も，国の補助制度は同様に利用されていると
考えられる．その中で，自治体独自の制度が
どこまで展開され，結果として参照水準や費
用負担原理がどのように変化しているか，併
せて検討していかなければならない．この点
を考えるうえで，Oatesの分権化定理をはじ
め，様々な規範的理論が他方ではあり，規範
的理論と実態を踏まえた考察が求められ
る 68）．棚田の多面的機能がどの行政区まで広
がっていると考えるかについても，ここでは
重要な論点となるであろう．

付記
本稿は日本財政学会第 69 回大会（淡路夢
舞台国際会議場）の報告論文を大幅に加筆・
修正したものである．調査にご協力いただい
た千曲市の担当者の方々には心より御礼申し
上げたい．もちろん，本稿における誤り等は
全て筆者の責任に帰するものである．なお，
本研究は，損保ジャパン環境財団，一橋大学
自然資源経済論プロジェクトからの助成を受
けた研究成果の一部である．
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注
１） 西村（2002）p.127．
２） Hinton and Holford（1960）p.190．
３） 例えば，宮本（2007）は「市場価格では評価
できないものをふくむ生活環境であり，自然，
歴史的文化財，街並み，風景，地域文化，コ
ミュニティの連帯，人情，地域的公共サービ
ス（教育，医療，福祉，犯罪防止など），交通
の便利さなど」（p.129）としている．
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４） OECD（1999）p.7（邦訳 p.1）．
５） 中島（1999）p.13．定量的な定義としては，
1988 年に実施された「水田要整備量調査」に
基づき，「傾斜 1/20 以上の水田」が棚田とさ
れることが多く，日本国内には約 22 万 haあ
るとされる．

６） 例えば，千賀（2006），神田（2009）など．
７） 例えば，合田（2001）は三重県紀和町のオー
ナー制度と石川県輪島市の基金制度を，寺本
（2011）は高知県梼原町のオーナー制度につい
て検証している．

８） 農業の多面的機能については，祖田他（2006），
荘林（2010）などを参照．

９） Vatn（2002）p.312．
10） Vatn（2002）p.314．
11） 農山村の現状については，小田切（2009）を
参照．

12） 諸富（2008）pp.212-214．
13） 諸富（2008）p.215．
14） 諸富（2008）pp.215-216．
15） Hanley et al.（1998）p.104．
16） Hodge（2000）p.262．
17） 諸富（2008）pp.216-217．
18） 以下では，土地所有者は耕作者と同一である
と仮定している．

19） Hodge（1989）p.1031．なお参照点の議論に
ついては，飯國（2009）を参考にしている．

20） 同上．
21） Hodgeは参照水準（reference level）と参照
点（reference point）を同義で使っているが，
「点」とすると，限定された個別値のみを指す
ようなニュアンスを持つため，より値に幅の
ある「水準」という言葉を以下では利用する．

22） 寺西（1997）は「＜環境被害＞に直接・間接
に関連して発生ないし顕在化している様々な
“ 諸費用 ” を一括して＜環境コスト＞
（Environmental Costs）」（p.2）と定義してい
る．

23） 寺西（2007）では，①～④までそれぞれ
Ability Principle，Benefit Principle，Cause 

Principle，Commitment Principleの英訳を
与えている．

24） 寺西（1997）p.7．
25） 寺西（2007）p.21．

26） 同上．「責任ある関与」の費用負担上の意義に
ついては除本（2007）を参照．

27） 寺西（2005b）p.106．「自発的な関与」の費用
負担上の意義については，藤谷（2012）を参照．

28） 寺西・太下（2007）p.165．
29） 寺西（2012）p.868．
30） 寺西（1997）p.7．
31） 寺西（2005b）p.106．
32） ただし，汚染問題を解決するうえで，PPPの
みでは限界があることも指摘されている．例
えば，除本（2007）を参照．

33） 以下の記述は，主に千賀（2006），神田（2009）
を参考にしている．

34） 例えば，福岡県星野村の農家 2名を対象とし
た生産費の実態調査（作業日誌への記入を依
頼し，収集したデータを農林水産省の生産費
資料に示されている生産費目と同様の分類で
整理）によると，10a当たりそれぞれ 20.2 万円，
17.7 万円となっており，全国平均 11.8 万円の
2倍弱である（末永他（2010））．

35） 千賀（2006）p.54．
36） 「緊急対策事業」は 1997 年度補正から，「棚田
地域水と土保全基金事業」は 1998 年度から始
まった事業である．

37） 文化財保護法 2 条 1 項 4 号，69 条 1 項（2004
年の改正後は 109 条 1 項）

38） 具体的な経緯については本中（1997）（2009）
を参照．

39） 更埴市（2000）p.15．
40） 食料・農業・農村基本法 1条．
41） 田代（2003）pp.121-122．
42） 食料・農業・農村基本法 35 条 2 項．
43） 中山間地域等直接支払制度の詳細については，
山下（2001）などを参照．また，近年の動向
については，橋口（2008）や橋口（2011）な
どを参照．

44） 文化財保護法 2条 1項 5号．
45） 本中（2009）p.6．
46） 文化財保護法 134 条 1 項．
47） 以下の記述は，主に千曲市教育委員会編
（2008），内川・木村（2010），内川他（2010）
を参照している．

48） 長野県「観光地利用者統計調査結果」（各年度
版）．なお，2010 ～ 2011 年の観光客数が，2
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万人台から 4万人台へ増加している背景には，
2010 年に重要文化的景観の選定を受けた影響
があると考えられる．

49） 以下の記述は，木村（1997），寺内（1999），
木村（2000），更埴市（2000），竹内（2000），
木村・内川（2002），内川・木村（2010）を参
照している．

50） 木村・内川（2002）によれば，当時 JAから
荒廃地を墓地公園にしたいなどという打診も
あったという．

51） 寺内（1999）p.67．
52） 3 年以上の耕作放棄地の復田は，コメの生産
調整下では開田とみなされ許されない．この
ケースは，復田地で生産されたコメを，オー
ナーが持ち帰るか，イベントで消費するとい
うことで認められた（更埴市（2000）p.70）．

53） 会費は区画面積（おおむね 100m2）により，
1m2 あたり 300 円となっている．ただし，
1996 年度は 1m2 あたり 200 円とされた．

54） 会費は一律 3万円で 1998 年度に新設された．
55） 他にも，名月会が展開するほどの規模ではな
いが，地元のボランティア等を中心とした 3
団体（2012 年度時点）によって，棚田が維持
管理されている．

56） 竹内（2000）p.42．
57） 具体的には，農機具小屋建設費に 410 万円，
測量・設計等に 834 万円となっており，残り
の 3753 万円が復田や農道・水路整備に充てら
れている（更埴市（2000）p.70）．

58） 徴税権と財源を持つ政府が，寺西（1997）等
で議論される「負担能力がある（負担能力が
あるとみなされる）主体」と見なせるか否か
は明確でない．政府をそのような主体と見な
すことは，財政学における能力原則とは，異
なった用語法である．したがって，以下では

通常と異なる意味で「応能原理」「負担能力」
という言葉を用いる場合は「　」付の表記と
している．

59） 財政支出としてはあらわれないが，オーナー
の農業参加による維持管理も一定の役割を果
たしていると考えられる．

60） 千曲市農林課提供資料の一部が欠落している
ため，「ふれあい事業」，「緊急保全対策事業」
の国・県・市の実際の費用負担は明らかにす
ることができなかったが，制度上の国の負担
割合は，いずれも 55％となっている．

61） 国・県・市の負担割合はそれぞれ 55％，30％，
15％となっていた（長野県「個別箇所評価シ
ート（公共事業分）――里地棚田保全整備」）．

62） 関連事業として，棚田にビオトープを設置す
る，「田園自然環境保全整備事業」（国：県：市＝
55：0.5：45）が実施されている．

63） 重要文化的景観選定のための保存計画策定の
費用（600 万円）は除く．

64） ただし，負担の根拠となった多面的機能や文
化的価値が，事業の実施によってどの程度確
保，あるいは向上したのかについては別途検
討する余地が残る．

65） 2012 年度時点で，名月会会員の平均年齢は約
70 歳となっている．

66） ここでは，棚田での生産物のマーケティング
といった議論のみならず，景観面を生かした
クリエイティブ産業の展開など，新たなビジ
ネスの可能性まで検討されなければならない．
姨捨地域の今後を議論するための，開かれた
プラットフォームの構築も重要な論点といえ
る．

67） 後藤（2013）pp.121-122．
68） 分権化定理については Oates（1972）を参照．


